
旦那さんから
控除される額

38万

38万
40万

配偶者控除

（１）平成29年までの配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者
特別控除

（給与収入103万円）

月々の源泉徴収で
扶養人数に数える

旦那さんの所得に
関係なく適用される

旦那さんの所得
1,000万円（給与収入1,220万円）

以下の場合のみ適用

月々の源泉徴収に
関係させない（年末調整で適用）

（給与収入141万円）
76万 奥さんの所得金額


